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別紙３ 
 

求職者情報登録事項 
 

１ 在職・離職の別 
２ 在職の場合の離職予定の区分、時期 
３ 所属府省等名、所属機関区分 
４ 官職クラス、管理職経験の有無 
５ 年齢 
６ 学歴（最終学歴の区分、専攻分野、留学・訓練歴） 
７ 主な経験分野・業務 
８ 海外赴任経験 
９ 使⽤可能⾔語 
10 保有資格・免許 
11 希望する仕事の内容 
12 希望業種 
13 希望就業形態・雇⽤形態 
14 希望勤務地 
15 希望収⼊ 
16 ⾃⼰ PR 
17 求⼈未提出企業への公開可否 

 
※ 上記１〜５は実施要領３(1)の利⽤申込時に登録するもの、６以降は実施要領３(2)の

求職者情報の登録時に登録するもの。 
  



別紙４ 
 

求⼈者の利⽤申込時の登録事項 
 

表１ 共通の登録事項 
１ 法⼈番号 

※ ここでいう法⼈番号とは、⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号
の利⽤等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 39 条に規定する番号をい
う。 

２ 法⼈等名（個⼈の場合は代表者名） 
３ 代表者名 
４ 主たる事業所の所在地 
５ 資本⾦ 
６ 従業員数（企業全体） 
７ 事業所名・所在地 
８ HP アドレス 
９ 会社の特⻑ 
10 担当者連絡先 
  

 
表２ センターが役員名簿の登録を求める求⼈者の登録事項 

１ 役員名簿（各役員の⽒名、⽣年⽉⽇、性別、住所（市区町村名まで）、役職） 
※ ここでいう役員とは、以下のものを典型例としつつ、これらに準ずるものや、

相談役や顧問等名称や常勤かどうかにかかわらずこれらと同等以上の法⼈等
に対する⽀配⼒を有するものと認められる者を含む。 

 ・株式会社であれば、取締役、会計参与、監査役及び執⾏役 
 ・合同会社であれば、業務を執⾏する社員 
 ・⾮営利法⼈であれば、理事、監事及び会計監査⼈ 
 ・法⼈でない場合は、個⼈事業主 

  



別紙５ 
 

求⼈情報登録事項 
 

１ 就業場所の名称・所在地 
２ 転勤の可能性・有りの場合の範囲 
３ 事業内容 
４ 就業場所の従業員数 
５ 募集⼈数 
６ 職種名・仕事の内容 
７ 必要な経験 
８ 必要な資格 
９ 必要な語学 
10 必要な学歴 
11 運転免許の要否 
12 賃⾦・⼿当 
13 マイカー通勤の可否 
14 休⽇ 
15 就業時間 
16 就業形態・雇⽤形態 
17 年齢制限の有無・有りの場合の内容・年齢制限禁⽌の例外事由 
18 定年・再雇⽤・勤務延⻑ 
19 試⽤期間 
20 加⼊保険等 
21 退職⾦制度の有無・適⽤条件となる勤続年数 
22 選考⽅法 
23 他法⼈の地位の兼務の有無・有りの場合の内容 
24 応募⽅法に係る連絡事項 
25 担当者連絡先 

 
  



別紙６ 
 

職業紹介事業者等の利⽤申込時の登録事項 
 

１ 法⼈番号 
２ 職業紹介事業者名（法⼈等名） 
３ 事業形態、職業紹介事業の許可・届出・通知受理番号 
４ 代表者名 
５ 主たる事業所の所在地 
６ 事業所名・所在地 
７ HP アドレス 
８ 担当者連絡先 

 



（別紙様式１）
官⺠⼈材交流センター求⼈・求職者情報提供事業利⽤申込書

年 ⽉ ⽇

年 ⽉ ⽇
（ ） 歳

〒 -

年 ⽉ ⽇

内閣府官⺠⼈材交流センター総務課⻑ 殿

年 ⽉ ⽇

申込年⽉⽇※

１
⽒
名
等

フリガナ※

求職者
⽒名※ 申込時点満年齢

性
別
※

⽣年
⽉⽇※

２
連
絡
先
等

現住
所※

海外在住者 ※1 ###
都道府県
市区町村
町名番地

以下
E-mail※
電話番号※（いずれか必須） （⾃宅） （携帯）

３
 
所
属
等

所属府省等名※
出向中

※

出向元府省
名※1

官職名
※

官職クラス※(注)

在職・離
職の別※

(離職者の場合)     離職⽇ ※1

(在職者の場合）
離職予定の区分 ※1

その他の場合の所属独⽴法⼈等名 ※1

所属部署名※
所属機関
区分※

（区分①⼜は②の場合）

離職予定時期 ※1 年 ⽉ 頃

管理職経験の有無※

年まで
年まで 年まで

所属府省・復帰予定省庁以外で勤務したことのあ
る府省等（⾃粛対象該当確認のために使⽤）※1

年まで

・ ※が付いている項目は必須入力項目です。※1が付いている項目は場合に応じて必須項目です。

・　下線が引かれている項目は求人企業等に公開される項目です。但し、年齢は公開ごとに更新されます。

 上記の者から官⺠⼈材交流センター求⼈・求職者情報提供事業の利⽤希望の申出があり、利⽤者と
して適切と認められるので、申込みます。

発出府省名 発出者（⼈事担当課⻑）役職名

私は本事業実施要領１（１）イ①〜⑤（注）に定める者に該当しません。※ ###

  本事業利⽤規約に同意します。※ ###

担当係名
連絡先

電話
担当者 E-mail

⾏政執⾏法⼈の役員として在職している現役出向中の者である場合の特例におけるその他の者への該当（注）



（別紙様式２）

番号 現所属
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

官民人材交流センター求人・求職者情報提供事業利用申込者一覧

提出府省等名
提出年月日

氏名

※新規の利用申込について10名以上分を同時に提出する場合に添付してください。番号が上位の者から登録作業を行います。



（別紙様式３） 
 

官民人材交流センター求人・求職情報提供事業利用資格等に係る変更届 

 

   年  月  日 

 

内閣府官民人材交流センター総務課長殿 

 

（府省人事担当課長） 

 

 官民人材交流センター求人・求職情報提供を利用中の下記１の者について、下記２のと

おり利用資格等に係る変更がありましたので届け出ます。 

 

記 

 

１ 利用求職者 

  氏名： 

  現所属： 

  新規利用申込時の受理番号： 

 

２ 変更内容 

いずれかに○ 内容 

 ア 懲戒免職を受けた 

 イ 現に懲戒処分を受けている者となった 

 （利用再開可能日（処分終了の翌日）：  年  月  日） 

 ウ 死亡その他利用求職者本人からの連絡が困難な理由による利

用中止（理由：              ） 

 

 



 
（別紙様式４－１） 

官民人材交流センター求人・求職者情報提供事業利用規約同意書・ 

利用の欠格事由に該当しない旨の誓約書 

（求人者用） 

 

官民人材交流センター求人・求職情報提供事業利用規約（求人者用）に同意し、これを遵守します。 

また、下記１から３までのいずれにも該当しません。将来においても該当することはありません。 

官民人材交流センターから官民人材交流センター求人・求職者情報提供事業実施要領４（１）イに基づく求めがあった

場合、その求めに応じて役員名簿を提出し、当該名簿を警察に提供することについて同意します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立て

ません。 
 

 

記 

 

１ 過去２年以内に、求人者の業務に関し当該求人者又はその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又は

これらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を

執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含

む。下記３まで同じ。）若しくは役員であった者が公契約関係競売等妨害罪（刑法（明治40年法律第45号）

第96条の６）、贈賄罪（同法第198条）その他センターが定める罪に当たる事件について公訴を提起され、又

は有罪の判決を受けていた場合における当該求人者（無罪の判決、免訴の判決、公訴を棄却する決定又は判決

が確定した場合、刑の執行が終わった場合を除く。） 

２ 過去２年以内に、公務員（公務員になろうとする者及び公務員であった者を含む。）が収賄罪（刑法第197

条から第197条の４まで）に当たる事件について公訴を提起され、又は有罪の判決を受けていた場合（無罪の

判決、免訴の判決、公訴を棄却する決定又は判決が確定した場合、刑の執行が終わった場合を除く。）におい

て、求人者又はその役員若しくは役員であった者が当該求人者の業務に関し当該公務員に対して賄賂を供与

し、又はその約束をしていた場合における当該求人者 

３ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員

（以下本項において「暴力団員」という。）、役員のうちに暴力団員に該当する者がある法人その他の団体又

は暴力団員がその事業活動を支配する求人者 

 

 

  年  月  日 

所在地又は住所 

社名（団体名） 

代表者の役職名及び氏名 

（又は 代理人の役職名及び氏名） 

  【注】人事・採用業務に係る権限を委任された者が代理人となる場合は、代

表者の代わりに代理人の役職名及び氏名を記載してください。                  

（いずれの場合も押印及び自署は不要） 



（別紙様式４－２） 

 

 

利用申込み手続きの職業紹介事業者等への委任について  

 

 官民人材交流センター求人・求職者情報提供事業の利用申込み手続きを、下記の職業紹介事業者等に委任しま

す。 

 

記 

 

職業紹介事業者等の名称  

 

 

 

 

  年  月  日 

所在地又は住所 

社名（団体名） 

代表者の役職名及び氏名 

（又は 代理人の役職名及び氏名） 

  【注】人事・採用業務に係る権限を委任された者が代理人となる場合は、代表

者の代わりに代理人の役職名及び氏名を記載してください。                    

（いずれの場合も押印及び自署は不要）  

 



（別紙様式 5） 

 

官民人材交流センター求人・求職者情報提供事業利用規約同意書 

・利用の欠格事由に該当しない旨の誓約書 

（職業紹介事業者等用） 

 
 

官民人材交流センター求人・求職情報提供事業利用規約（職業紹介事業者等用）に同意し、これを遵守します。 

また、下記 1から 3までのいずれにも該当しません。該当することとなった場合は、貴センターあて速やか 

に通知します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一 

切申し立てません。 

 

記 

 

1   職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）に基づく事業停止命令を受けている者 

2   職業安定法に基づく業務改善命令を受け必要な改善がなされていない者 

3   職業安定法違反を理由として地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の５の規定に基づく是正の要求 

 を受け、必要な改善がなされていない者 

 

 

年       月       日 

 

 

所在地又は住所 

社名(団体名) 

代表者名 



（別紙様式６）

要/否

年まで）

）

要/否 企業・団体名 法人番号

確認期限

　　年　　月　　日

（俸給表） （級）

事務の類型 判定 判定

内閣府官民人材交流センター総務課長　殿

担当係名 電話

担当者 E-mail

求職者の職務に該当するか

確認欄 確認欄

２　応募希望対象企業等

対象企業等
企業・団体名 法人番号

（整理番号）

年　　月　　日
　Ⅱの自粛対象企業等への該当性確認 要/否 自粛府省種別

主たる事業所の所在地

   Ⅲ「兼職先の利害関係企業等」への該当性確認 ※それぞれに別葉で依頼いたします。

求職者
（職員）

２．補助金等
交付

・補助金等の交付を受けて事業を行っている
・補助金等の交付を申請（しようと）している

職務内容（該当の場合） 利害関係企業等の類型 理由

１．許認可等 ・許認可等を受けて事業を行っている
・許認可等を申請（しようと）している

４．不利益
処分

・不利益処分をしようとする場合の名宛人となっている

３．立入検査等 ・検査等（立入検査、監査又は監察）を受けている
・検査等を受けようとしている
（検査等の方針・実施計画の作成に関する事務に携わる職員
の場合は、当該検査等を受ける営利企業等）

６．契約
（履行の監督・検
査を含む）

・総額2,000万円以上の契約（電気・ガス・水道・ＮＨＫを
除く）を締結している
※同時期に複数の契約をしている場合は合算して判断

・契約の申込みを（しようと）している（額は問わない）

５．行政指導 ・行政指導により現に一定の作為又は不作為を求めら
れている

Ⅱ　各府省において再就職を制限（自粛）している企業・団体等への該当性

７．犯罪捜査等 ・犯罪の捜査を受けている被疑者、公訴の提起を受けて
いる被告人又は刑の執行を受ける者

１～７の確認結果
を踏まえた総合判
断

（備考）
１～７の事務の類型ごとの確認結果について官民人材交流センター
に回答することが守秘義務の観点等から差し支えある場合には、１～
７の各確認欄は空欄とし当欄のみ記載することも可。

（府省名） 人事担当課長　殿

１　対象求職者

出向元府省氏名 現所属(退職者の場合は出身）府省 所属部署

　依頼のあった利害関係・自粛対象企業等の該当性確認の結果について、上記のとおり回答します。

発出者（各府省人事担当課長）

利害関係・自粛対象企業等の確認に係るチェックシート

連絡先

内閣府官民人材交流センター総務課長（公印省略）

年　　月　　日

利害関係企業等（注３）に該当するか

自粛の対象となる再就職先に該当するか

自粛の対象となる官職に該当するか （備考）

年　　　月　　　日

求職活動規制の適用除外官職（本省係長級（行（一）４級相当）以下）に該当する場合は俸給表と
級を記載（該当する場合はⅠの確認は不要）

Ⅰ　「利害関係企業等」への該当性

　Ⅰの「利害関係企業等」への該当性確認

（依頼先府省種別） 現所属/出向元/過去勤務/出身

３　貴府省において必要な確認

　官民人材交流センター求人・求職者情報提供事業を利用している下記１の求職者が、下記２の求人企業等への応募を希望しているところ、下記３の区分に応じ、当該求職者（注１）が現在の職務
において携わる事務に係る利害関係企業等（営利企業（注２）のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるもの）に該当するか否か、又は貴府省において再就職を自粛する対
象企業等に該当するか否かを確認の上、回報くださいますようお願いいたします。

該当
⾮該当

該当
⾮該当

該当 ⾮該当
該当 ⾮該当

該当
⾮該当

該当
⾮該当

該当
⾮該当

該当
⾮該当

該当
⾮該当

該当
⾮該当

該当
⾮該当

該当
⾮該当

該当
⾮該当

該当
⾮該当

該当
⾮該当

該当
⾮該当

現職

過去に勤務した府省 （勤務期間︓現所属府省

出向中

出向元府省

該当

⾮該当

離職者の出⾝府省 （離職⽇︓



（別紙様式６）

○職員の退職管理に関する政令（平成20年政令第389号）

三　　立入検査、監査又は監察（法令の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。）をする事務　　当該検査等を受けている営利企業等及び当該検査等を受けようとしていることが
明らかである営利企業等（当該検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる職員にあっては、当該検査等を受ける営利企業等）

四　　不利益処分（行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。）をする事務　　当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業
等

五　　行政指導（行政手続法第二条第六号に規定する行政指導のうち、法令の規定に基づいてされるものをいう。以下同じ。）をする事務　　当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求
められている営利企業等

六　　国、特定独立行政法人又は都道府県の締結する売買、貸借、請負その他の契約（以下単に「契約」という。）に関する事務　　当該契約（電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する
継続的給付として内閣府令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。）を締結している営利企業等（職員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万
円未満である場合における当該営利企業等を除く。）、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等

七　　検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務として行う場合における犯罪の捜査、公訴の提起若しくは維持又は刑の執行に関する事務　　当該犯罪の捜査を受けている被疑者、当該公訴
の提起を受けている被告人又は当該刑の執行を受ける者である営利企業等

＜注１＞現職の職員の方（再任用のフルタイム・短時間勤務職員を含む）は利害関係の確認が必要となります。ただし、本省係長級（行（一）４級相当）以下の者は利害関係の確認は不要です。

＜注２＞「営利企業等」とは、営利企業及び営利企業以外の法人（非営利法人、特殊法人、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人等を含む）をいい、国、国際機関、地方公共団体、行政執行
法人、特定地方独立行政法人は含みません。

＜注３＞「利害関係企業等」の判断に当たっては、以下の点に御注意ください。
①所掌事務に関する法令の規定や府省内の事務分掌規程等を元に確認してください。
・所属する課において許認可等の相手方となっている営利企業等であっても、職員本人に許認可等の職務権限がない場合（係が異なるなど）は該当しません。
・上位の職や総括的な立場にある職に就いている職員、合議を受ける立場の職員については職務権限を有している場合があります（委任規定により権限自体が下位機関に委任されている（委任
元に権限が残らない）場合は職務権限を有していませんが、専決規程等により決裁権限が下位機関に降りていることを以って職務権限がないとは言えませんので御注意ください）。
②事業所や支店の単位ではなく、企業又は法人の単位で判断してください（職務の管轄区域外の営利企業等については、職務権限が及ばないため利害関係企業には該当しませんが、管轄区域
内に営利企業等の事業所・支店（利害関係あり）があれば、管轄区域外にある当該営利企業等の事業所・支店も利害関係企業等となります）。

＜参照条文＞　※一般定年等隊員においては、以下の規定に相当する自衛隊法等の規定を参照

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）

（在職中の求職の規制）
第百六条の三　職員は、利害関係企業等（営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。）に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはそ
の子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
②～⑤（略）

（利害関係企業等）
第四条　法第百六条の三第一項の営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号
に定めるものとする。

一　　許認可等（行政手続法 （平成五年法律第八十八号）第二条第三号 に規定する許認可等をいう。以下同じ。）をする事務　　当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可
等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等

二　　補助金等（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 （昭和三十年法律第百七十九号）第二条第一項に規定する補助金等及び地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二
百三十二条の二の規定により都道府県が支出する補助金をいう。以下同じ。）を交付する事務　　当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている営利企業等、当
該補助金等の交付の申請をしている営利企業等及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等


